




















































































 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 



 稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱 

（平成 19 年 7 月 9 日市長決裁） 

 （目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 115 条の 44 第１項

に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通し

て地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した

介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき、稲城市介護支援

ボランティア制度（以下「介護支援ボランティア制度」という。）を設け、も

って生き生きとした地域社会をつくることを目的とする。 

 （基本方針） 

第２条 介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、

地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされ

なければならない。 

２ 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しな

ければならない。 

３ 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることが

できるよう配慮しなければならない。 

 (1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。 

 (2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。 

 (3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まるこ

と。 

 (4) 介護給付費等の抑制につながること。 

 （介護支援ボランティア制度） 

第３条 介護支援ボランティア制度は、高齢者が行った介護支援ボランティア

活動の実績を評価したうえで評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出によ

り、当該評価ポイントを換金した介護支援ボランティア評価ポイント転換交

付金を交付するものとする。 

２ 介護支援ボランティアの対象となる高齢者は、稲城市における介護保険第

１号被保険者とする。 

３ 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は、市長が指定するもの

とする。 

４ 介護支援ボランティアは、第５条第１項の指定を受けた介護支援ボランテ

ィア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行うものとする。 

 （管理機関） 

第４条 介護支援ボランティアの登録、介護支援ボランティア手帳の交付、介

護支援ボランティア評価ポイントの付与及び管理並びに介護支援ボランティ

ア評価ポイント基金管理は、介護支援ボランティア管理機関（以下「管理機

関」という。）が行うものとする。 

 （介護支援ボランティア受入機関等） 

第５条 介護支援ボランティア受入機関等（以下「受入機関等」という。）は、

あらかじめ第３条第３項に規定する介護支援ボランティアの対象となる事業

及び活動について、市長から指定を受けなければならない。 



２ 受入機関等が前項の指定を受けようとするときは、「稲城市介護支援ボラ

ンティア（事業・活動）指定申請書」（様式第１号）により市長へ申請しなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項の申請に基づき指定し、又は却下したときは、稲城市介護支

援ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書（様式第２号）により

申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事業及

び活動について、その指定を取り消したときは、稲城市介護支援ボランティ

ア（事業・活動）指定取消決定通知書（様式第３号）により指定を受けてい

た者に通知するものとする。 

５ 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時

間等に応じ、回数を単位として評価するものとする。 

６ 受入機関等は、介護支援ボランティア活動を１時間につき１回として評価

するものとする。ただし、介護支援ボランティア活動を１日において２時間

以上行った場合又は２か所以上で行った場合については、当該活動を２回ま

でとして評価するものとする。 

７ 評価の方法は、介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印する

ことによって行うものとする。 

８ 前項に規定する活動確認スタンプの様式は、管理機関が別に定める。 

 （介護支援ボランティア活動実績の把握） 

第６条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティ

ア登録申請書を管理機関に提出するものとする。 

２ 管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護支援ボランティア手帳を

交付するものとする。 

３ 介護支援ボランティア登録申請書及び介護支援ボランティア手帳の様式は、

管理機関が別に定める。 

４ 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に押

印されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。 

５ 管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介護

支援ボランティア手帳に介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印

を押印するものとする。 

６ 介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印の様式は、管理機関が

別に定める。 

 （評価ポイント） 

第７条 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。 

活動実績 付与する評価ポイント 

10 回から 19 回まで 1,000 ポイント 

20 回から 29 回まで 2,000 ポイント 

30 回から 39 回まで 3,000 ポイント 

40 回から 49 回まで 4,000 ポイント 

50 回以上 5,000 ポイント 



２ 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。 

３ 管理機関は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポイ

ント数及び差し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護支援ボ

ランティア制度の廃止の日後２年を経過する日まで、継続的に管理するもの

とする。 

 （評価ポイント転換交付金） 

第８条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようと

する者は、介護支援ボランティア評価ポイント活用申出書（様式第４号）に

介護支援ボランティア手帳を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納がある場合は、

当該評価ポイント転換交付金は交付しないものとする。 

３ 市長は、第１項の申出があった場合において、当該介護支援ボランティア

に介護保険料に係る未納又は滞納が無いときは、介護支援ボランティア活動

評価ポイント活用申出伝達書（様式第５号）に介護支援ボランティア手帳を

添付のうえ、管理機関へ伝達するものとする。 

４ 管理機関は、前項に規定する伝達に基づき、当該評価ポイント活用の申出

者の蓄積した評価ポイントを換金し、年度ごとに 5,000 円を限度として、評

価ポイント活用の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント転換交

付金を交付するものとする。このとき管理機関は、「介護支援ボランティア評

価ポイント転換交付金交付決定通知書」を当該評価ポイント活用の申出者へ

通知する。 

５ 前項の介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定通知書の様

式は、管理機関が別に定める。 

６ 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおり

とする。 

評価ポイント 
介護支援ボランティア評価ポイ

ント転換交付金 

1,000 ポイント 1,000 円 

2,000 ポイント 2,000 円 

3,000 ポイント 3,000 円 

4,000 ポイント 4,000 円 

5,000 ポイント 5,000 円 

 

 （地域支援事業交付金の活用） 

第９条 管理機関は、市が交付する地域支援事業交付金を介護支援ボランティ

ア評価ポイント転換交付金に充てるものとする。 

 （事業の委託） 

第１０条 市は、介護支援ボランティア事業の実施に当たって、必要な事務を

管理機関へ委託することができる。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に規定するもののほか、介護支援ボランティア制度実施に



関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   付 則 

 （施行期日）  

第１条 この要綱は、平成 19 年９月１日から施行する。 

 （準備行為） 

第２条 介護支援ボランティア制度の施行に関し必要な行為は、施行日前にお

いても行うことができる。 

   付 則 （平成 22 年３月 31 日改正） 

 この要綱は、平成 22 年３月 31 日から施行する。ただし、第１条の規定は、

平成 21 年５月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条第２項関係） 

  年  月  日 

 

 稲城市長殿 

 

                   申請者 

                    住所 

                    団体名 

                    代表者        印 

                    電話 

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定申請書 

 

 稲城市介護支援ボランティアの対象として指定を受けたいので、稲城市介護

支援ボランティア制度実施要綱第５条第２項の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65 歳以上   人） 

 

 



様式第２号（第５条第３項関係） 

  年  月  日 

 

  団体名 

  代表者        殿  

 

                     稲城市長       

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書 

 

     年  月  日付で申請のあった稲城市介護支援ボランティア（事

業・活動）指定申請については、下記のとおりとしたので通知します。 

 

記 

１ 以下のとおり指定する。 
指定年月日  

指定番号  

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65 歳以上   人） 

 

２ 次の理由により却下する。 

却下理由 

 

 

 

 



様式第３号（第５条第４項関係） 

    年  月  日 

 

  団体名 

  代表者        殿  

 

                     稲城市長       

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定取消決定通知書 

 

 下記の稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）については、下記のとお

り指定を取り消す 

 

記 
 

取消年月日  
指定年月日  

指定番号  

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65 歳以上   人） 

 

取消理由 

 

 

 

 



様式第４号（第８条第１項関係） 

  年  月  日 

 

 稲城市長殿 

 

                   申出者 

                    住所 

                    氏名         印 

                    電話  

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書 

 

 私は、下記のとおり介護支援ボランティア手帳を添えて介護支援ボランティ

ア評価ポイントの活用を申し出ます。 

 

記 

 

被保険者番号  

氏  名  

蓄積評価ポイント数           ポイント 

活用希望ポイント数           ポイント 

差し引き残高ポイント数           ポイント 

 

   ※振り込み依頼先口座 

 銀行・信金 

信組・農協 

 本店・支店 

出張所 

預金の種類 1.普通 2 当座 口座番号  

 

口座名義人 

 

 

 



様式第５号（第８条第３項関係） 

  年  月  日 

 

 管理機関 殿 

 

                     稲城市長       

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出伝達書 

 

 下記のとおり介護支援ボランティア活動評価ポイント活用の申出があり、当

該申出者に介護保険料の未納又は滞納が無いことを確認したので、介護支援ボ

ランティア手帳を添えて伝達します。 

 

記 

 

被保険者番号  

氏  名  

蓄積評価ポイント数           ポイント 

活用希望ポイント数           ポイント 

差し引き残高ポイント数           ポイント 

 

 
 

介護保険料の未納又は滞納が無いことの確認欄 

  年  月  日 

 

 申請者について、介護保険料の未納又は滞納がないことを確認いたしました。 

 

                      確認者 氏名      印 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

稲城市介護予防事業  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

２０１３ 
 
 

 
 
 

社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会 

健康に心配 なし 手帳 
  ～ 介護支援ボランティア手帳 ～ 

東京ヴェルディは稲城市介護

予防事業を応援しています。 

(C)NTV.FC 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
健康に心配なし手帳の名称について 

  

稲城の梨は、元禄の時代から栽培され様々な品種改良などを経て、稲城の特産物

として親しまれています。歴史ある長寿の稲城の梨と同様に、いつまでも元気に

健康で暮らせることを願い、手帳の名称を「健康に心配なし手帳」としました。 
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 ☆ボランティア活動実績は、この手帳により管理しますので、 
紛失しないよう自己管理をお願いいたします。万一、手帳 
を紛失されても、スタンプを再び押印することはできませ 
んのでご注意ください。 

 
 

 

 活動年度 平成 25 年度（26 年３月末まで） 

 

氏名                  

 
住所  稲城市             

      
                     
 
 電話                  
 
 生年月日 
  大正・昭和   年   月   日  
 

緊急連絡先 
 連絡者氏名               
 

（続柄    ） 
 
電話                  

 

（
必
ず
ご
記
入
下
さ
い
） 
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稲城市介護支援ボランティア制度について 
 
目 的：この制度は、介護予防事業の一つとして、高齢者のみなさんが、 

介護支援ボランティア活動を通して地域貢献や社会参加をする 

ことで、より元気になることを目的としています。そして、稲 

城市がいきいきとした地域社会となることを目指しています。 

 

対象者：稲城市介護保険第１号被保険者 

    （市内にお住まいの６５歳以上の方） 

 

 

介護支援ボランティア制度利用の流れ 

１. ボランティア登録をします。 

 介護支援ボランティア登録申請書（この手帳の 2４ページ）に 

記入し、稲城市社会福祉協議会へ提出してください。 

 

 

２. 介護支援ボランティア活動をします。 

 指定された施設や団体などでボランティア活動をします。この 

制度の対象になるボランティア活動は指定されています。ボラン 

ティア活動についてのご相談は、稲城市社会福祉協議会でお受け 

しています。 
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３. 手帳にスタンプをもらいます。（４月から翌年３月まで） 

 ボランティア活動をしたら、その都度、活動した施設や団体に 

この手帳を提示し、スタンプを押してもらいます。 

※１時間程度の活動で１スタンプ、１日２スタンプが上限です。 

 

４. 集めたスタンプを評価ポイントに変えます。（翌年 4 月以降） 

この手帳を稲城市社会福祉協議会に提示し、前年度に集めたスタ 

ンプを評価ポイントに変えます。 

スタンプの数 受取れる評価ポイント 

10 から 19 まで 1,000 ポイント 

20 から 29 まで 2,000 ポイント 

30 から 39 まで 3,000 ポイント 

40 から 49 まで 4,000 ポイント 
50 以上 5,000 ポイント 

 

５. 評価ポイントの活用の申し出をします。（翌年 7 月以降） 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書（この手帳 

の 2３ページ）に記入し、市役所２階④窓口介護保険係にこの手 

帳を添えて提出してください。市内出張所・稲城市社会福祉協議 

会でも承ります。 

市役所介護保険係では、介護保険料の未納・滞納がないことを 

確認し、稲城市社会福祉協議会へ申請者から評価ポイント活用の 

申し出があったことを伝えます。 
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６. 評価ポイント数に応じた交付金が口座に振り込まれます。 

稲城市社会福祉協議会では、申請者から指定された金融機関の口 

座に評価ポイント数に応じた交付金を振り込みます。合わせて、お 

預かりした手帳と振込日や金額のお知らせをお届けしますので確認 

してください。交付金は、次回の介護保険料のお支払いにお使いく 

ださい。 

評価ポイント 金  額 
1,000 ポイント 1,000 円 

2,000 ポイント 2,000 円 

3,000 ポイント 3,000 円 

4,000 ポイント 4,000 円 

5,000 ポイント 5,000 円 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※④～⑥は、翌年度に行う手続きです。 
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介護支援ボランティア制度に関するＱ&Ａ 
 
 

Ｑ この制度を利用するには、まず何をすればよいのですか？ 

 

 この制度を利用する方は、制度の目的やボランティアの心得な 

どをご理解の上、稲城市社会福祉協議会でボランティア登録をし 

てください。また、安心して活動していただくために、万一の事 

故やけがに備えて、ボランティア活動保険に加入することをお勧 

めします。詳細は、10･11 ページをご覧ください。 

 

Ｑ どんなボランティア活動でも対象になるのですか？ 
 

   この制度の対象になるボランティア活動は指定されています。 

指定されているボランティア活動の詳細は、市役所介護保険係、 

もしくは、稲城市社会福祉協議会までお問い合わせください。 

 

Ｑ ボランティア活動先に行く途中や活動先でけがをしたら？ 

  

   稲城市社会福祉協議会にご連絡ください。けがなどの状況を伺 

い、保険会社へ連絡しますので、速やかにお知らせください。 

詳細は、10･11 ページをご覧ください。 

 

 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 
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Ｑ １日に複数のボランティア活動をしてもスタンプはもらうことが 

できますか？ 
 

１日に複数のボランティア活動を行い、スタンプをもらうこと 

はできますが、１時間程度の活動で 1 スタンプとなり、１日２ 

スタンプが上限になります。 

 

Ｑ スタンプを集めるとすぐに交付金がもらえるのですか？ 
 

     集めたスタンプは、翌年度に評価ポイントに変える必要があり 

ます。4 月以降に、稲城市社会福祉協議会で手続きを行ってくだ 

さい。評価ポイントに変えましたら、7 月以降に交付金をもらう 

手続きを行うことができます。 

 

Ｑ 手帳はスタンプがたまるまで使い続けてよいのですか？ 

 

 手帳は年度ごとに新しいものに切り替わります。集めたスタン 

   プを評価ポイントに変えたり、評価ポイントを交付金にする手続 

きは、決められた日にち以降になりますので、お忘れなく手続き 

をしてください。 

 

Ｑ 稲城市外に転居した場合も対象になりますか？ 

 

     稲城市外に転居した場合は対象となりません。スタンプ、評価 

ポイント、交付金は、一切が無効になりますのでご注意ください。 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 
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Ｑ ボランティア活動を多くすると、それだけ多くの交付金がもらえる 

のですか？ 

 

介護支援ボランティアで指定されたボランティア活動を行い、 

手続きを行うと交付金が支払われます。但し、交付金の上限は 

年度ごとに 5,000 円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 


